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１ 趣旨 

「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成１７年１０月５日厚生労

働省発社援第１００５００３号）」、「次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱

（令和７年８月２９日こ成事第４６９号）」及び「山形市障がい福祉計画（第７期

計画）、山形市障がい児福祉計画（第３期計画）（令和６年度～令和８年度）」、「山

形市第５次障がい者基本計画（令和７～１１年度）」に基づき、障がいのある方が、

地域の中で心身ともに健康で経済的に自立した生活を持続し、さらに、自らの決定

に基づきあらゆる社会活動に参加し、その能力を最大限に発揮し活躍できるよう、

国庫補助制度を活用することで障がい福祉サービス事業所等の整備を促進し、サー

ビスの充実を図るものです。 

２ 対象施設 

（１） 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の対象施設（「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成１７年法律第１２３号 

以下「障害者総合支援法」という。）の規定に基づく施設） 

障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援を行う施設）、障害者支援施設、居宅介護事業所、重度訪問

介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、短期入所事業所、就労選

択支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助

事業所、相談支援事業所、福祉ホーム 

（２） 次世代育成支援対策施設整備交付金の対象施設（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）の規定に基づく施設） 

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達

支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所 

※ 児童福祉施設（障害児入所施設、児童発達支援センター）について 

山形県が審査・補助を行いますが、整備を計画している事業者は一度 

市へご連絡ください。 

３ 応募資格及び応募要件 

 （１） 応募資格 

応募の資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとします。 

ア 社会福祉法人 

イ 特定非営利活動法人 

ウ その他の公益を目的とする法人（医療法人、日本赤十字社、公益社 

団法人、一般社団法人、公益財団法人又は一般財団法人等） 

エ 営利法人 
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（２） 応募要件 

ア 応募事業者は次に掲げる要件を満たすものとします。 

（ア） 山形市の障がい福祉行政を理解し、障がい福祉事業について熱意

と理解を有し、かつ、障がい福祉事業を継続して遂行できる十分な

経済基盤、信用、知識経験等を有する法人であること。 

（イ） 障害者総合支援法第３６条第３項に定める欠格事項に該当しない

法人であること。（社会福祉施設等施設整備に該当する場合） 

（ウ） 児童福祉法第２１条の５の１５第３項に定める欠格事項に該当しな

い法人であること。（次世代育成支援対策施設整備に該当する場合） 

（エ） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない法人であること。（一般競争入札の参加者の資格） 

（オ） 山形市暴力団排除条例（平成２３年市条例第２５号）第２条に規

定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき

関係を有する法人でないこと。 

（カ） 過去に、山形市内外を問わず障害福祉サービス事業の整備・運営

について重大な法令等の違反がない法人であること。 

（キ） 市税等の滞納がないこと。 

（ク）  施設を整備し、当該事業を運営する法人であること。したがって、 

土地所有者による建て貸しの場合は、交付対象者と認めない。 

イ 事業予定地に選定する土地は次に掲げる要件を満たすものとします。 

（ア）  法人の自己所有地又は借地とする。借地の場合は、事業の存続に

必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記するも

のとする。 

（イ） 事業予定地を購入、寄附及び借受により確保する場合、応募の段

階では契約を有していなくても、事業予定地の確保が確実であるこ

とを証する書面（権利者からの確約書等）を提出すること。 

（ウ） 新たに施設を整備する場合、災害レッドゾーン（災害危険区域、 

土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区 

域）及び土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、融雪型火山泥流 

の被害想定区域の区域外で事業予定地を確保すること。 

（エ） 法人の自己所有地に抵当権等の施設存続の支障となり得るよう 

な権利設定がある場合又は新たに抵当権を設定する場合は、利用 

者保護の観点から、事業の実施について抵当権者の同意を得てい 

ることを証する書面を提出すること。借地の場合は、事業開始ま 

でにその権利を抹消できることを証する書面を提出すること。（た 

だし、独立行政法人福祉医療機構及び当該機構と協調融資に関す 

る契約を結んだ民間金融機関による抵当権設定の場合を除く。） 
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 ウ 整備施設は次に掲げる要件を満たすものとします。 

       （ア） 法人所有物件又は賃貸物件とする。法人所有物件の場合は、整

備後、建物の登記を行うものとする。賃貸物件の場合は、事業の

存続に必要な期間の賃借権を設定し、かつ、これを登記するもの

とする。 

（イ） 次世代育成支援対策施設整備交付金における施設整備について 

は、補助対象施設の大規模修繕等における改修整備を除いて、法 

人所有物件のみを補助対象としており、賃貸物件については補助 

対象外とする。 

４ 関係法令等の遵守 

応募にあたっては、関係法令及び条例を遵守し、必要に応じて事前に関係課に確

認してください。 

・ 都市計画法に基づく開発許可(まちづくり政策課) 

・ 農地法に基づく農地転用(農業委員会) 

・ 農振法に基づく農振除外（農政課）    など 

５ 応募方法 

受付期間 
令和８年５月７日（木）～６月３０日(火) 

（ただし、土日は除きます。） 

受付時間 午前９時～午後５時まで 

提出先 

事前に電話連絡の上、山形市障がい福祉課に持参して提出してくだ

さい。ただし、県外からの応募の場合、郵送による提出を認めるこ

ととし、受付期間最終日の消印を有効とします。なお、書類の不足・

不備等があるもの、受付期間を過ぎたものは受理しない場合があり

ますので、早めの提出をお願いします。 

提出書類 

（別紙）提出書類一覧のとおり。 

・ 正本及び副本（コピー可）各１部、計２部を提出してください。 

また、応募者においても控えを保管してください。 

・ 提出書類一覧表の番号順に並べて提出してください。ファイル

に綴じる、インデックスを付ける必要はありません。 

・ 各書類は、証明書等規定のものを除き、原則 A4 版とし、A3 版

図面等は A4 サイズに折って提出してください。 

６ 応募に係る質問及び回答 

受付期間 令和８年５月７日（木）～５月２９日（金）まで 

送信先 山形市障がい福祉課 

質問方法 

山形市ホームページより質問票をダウンロードし、電子メールにより

提出してください。受信確認後、受信確認の返信をいたします。（電話・

郵送・持参等による質問は受け付けません。） 

回答 

電子メールにより行います。（電話や口頭での回答など個別的対応は

行いません。） 

なお、質問があった事項については、Ｑ＆Ａとして、山形市ホームペ

ージに掲載します。 
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７ 応募に当たっての留意点 

  （１） １事業者の応募は１件とします。 

（２） 提出した計画が応募要件を満たさない場合は、応募を無効とします。 

（３） 応募書類に虚偽の記載があった場合、応募を無効とします。 

（４） 応募書類の提出に要する経費は､すべて応募者の負担とします。 

（５） 応募後に辞退する際は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

（６） 応募書類等は理由の如何を問わず返却しません。 

（７） 応募者から提出された応募書類等の著作権は、各応募者に帰属します。 

（８） 応募期間終了後は、事業者の都合による計画の変更は一切認めません。 

(山形市が必要と判断した場合、書類の追加、補正を求める場合があります。) 

（９） 山形市関係職員並びに本件関係者に対して、直接、間接を問わず、本件に

ついての接触を禁止します。接触の事実が認められた場合には失格となるこ

とがあります。 

（１０） 事業計画を審査するため、選定後においても、事業計画の変更は認めませ 

ん。変更が発覚した場合は、選定を取り消します。ただし、やむを得ない理 

由がある場合を除きます。 

（１１） 選定後に事業譲渡等があった場合は、選定を取り消します。 

（１２） 令和９年度中（令和１０年３月３１日まで）に工事及び開設準備を完了し、 

令和１０年４月１日までに事業指定を受け、事業を開始してください。なお、 

工事及び開設準備の開始は交付決定後となりますが、交付決定日は未定です。 

（１３） 建設工事をする際、山形市が定める「社会福祉施設等の建設工事契約の適

正化に関する事務取扱」に基づき入札等の手続きをしていただきます。建築

主体工事、電気設備工事、機械設備 (管)工事の工種ごとの分離発注による

指名競争入札とし、指名業者の選定については、山形市競争入札参加資格者

名簿に登載されている、山形市内に本店を有する業者とします。 

（１４） 補助金を活用して取得又は効用の増加した施設等（財産）については、処 

分に制限がかかります。財産処分を行うにあたっては、山形市補助金等の適 

正化に関する規則第１８条の規定により、市長が定める期間内は市長の承認 

を受けずに財産処分をすることはできません。併せて、補助金等に係る予算 

の執行の適正化に関する法律第２２条により、処分制限期間内は厚生労働大 

臣の承認を受けずに財産処分をすることはできません。 

処分とは、補助の目的に反した使用、譲渡、貸付、担保(抵当権の設定)、 

取壊し等を指します。「市長が定める期間」とは「厚生労働省告示第３８４ 

号(平成２０年７月１１日)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財 

産の処分制限期間」によるものとします。 

（１５） 今回応募した場合であっても、本市において選定した優先順位、国又は市 

の予算編成等により、本補助事業が必ず実施されるとは限りません。 
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８ 事業の審査等 

（１） 審査方法 

個別にヒアリングを実施後、山形市社会福祉施設等施設整備事業調整会議に

諮り、市の実施方針に沿って審査を行います。 

（２） 審査結果及び選定の結果通知等 

    審査結果は、山形市ホームページで公表します。なお、事業者名は、選定   

   された事業者以外は伏せて公表します。応募者がいない場合又は審査の結果 

によりすべての事業計画が本事業の目的を達成できないと判断した場合は、 

事業予定者の決定を行わないことがあります。 

 

９ 令和９年度事業に係るスケジュール（予定） 

日程 内容 

令和８年５月７日（木） 応募受付開始 

令和８年６月３０日（火） 応募書類の提出期限 

令和８年７月～１０月 事業内容ヒアリング、書類審査 

令和８年１１月 山形市調整会議での事業の審査、対象事業決定 

令和９年３月 国庫補助協議提出 

令和９年４月 国のヒアリング 

令和９年６月 国庫補助内示 

令和９年７月 工事関係書類順次提出 

令和９年７月 補助金交付申請 

令和９年８月 補助金交付決定 

令和９年８月～令和１０年１月 施設整備工事、工事完了 

令和１０年２月 完成検査 

令和１０年３月 実績報告書類提出、補助金額の確定、交付 

令和１０年４月 事業開始 

 

１０ 問い合わせ先 

山形市福祉推進部障がい福祉課障がい福祉第二係（山形市庁舎２階２６番窓口） 

住所  〒990-8540 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

電話  ０２３－６４１－１２１２（内線６２１） 

メールアドレス shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shogai@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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（別紙）提出書類一覧（必要に応じて、別途資料の提出を求める場合があります。） 

項目 備考 様式 

① 整備事業者応募申込書 所定の様式 ※社会福祉施設等施設整備の場合 

      ※次世代育成支援対策施設整備の場合 

１-１ 

１-２ 

② 事業計画書 

 

所定の様式 ・事業計画調書及び事業スケジュール 

・事業用地調書 

・施設調書 

・部屋別面積表 

・建築工事費等見積書、内訳書 

・工事内訳明細書（４-２に添付） 

・設備備品購入内訳書 

・資金計画調書 

・自己負担財源・借入金償還財源調書 

２  

３   

４ 

４-１ 

４-２ 

 

４-３ 

５ 

６ 

③ 社会福祉法人等調書 

 又は法人調書 

所定の様式 ※社会福祉法人の場合 

      ※その他法人の場合 

７-１ 

７-２ 

④ 誓約書 所定の様式 ８ 

⑤ 権利者の同意書 所定の様式 ９ 

⑥ チェックシート 所定の様式 １０ 

⑦ 事業予定地の土地、建物

に関する権利関係・位置関

係が確認できる書類 

土地・家屋登記簿謄本、売買契約書、賃貸借契約書、

譲渡契約書、住宅地図、位置図、字限図（借地・借

家の場合も必須） 

 

⑧ 基本設計図面等 設計図（配置図､平面図、立面図）、工程表 

図面は施行前と施工後の二つを添付すること 

 

⑨ 定款又は寄附行為 最新のもの  

⑩ 法人登記簿謄本 履歴事項全部証明書であって応募申込日前３か月以

内に発行されたもの 

 

⑪ 予算書及び決算書 直近１年分の貸借対照表、事業活動収支計算書又は

損益計算書を含むもの 

 

⑫ 借入金償還計画等一覧表   

⑬ 納税証明書 直近１年分のもの（消費税及び地方消費税、法人市

民税及び固定資産税） 

なお、山形市に納める税等がない法人の場合は、山

形市税の滞納がない（納めるべき税がない）ことを

証する書類を提出すること 

 

⑭ 指導監査の結果 

及び改善状況（写） 

直近のもの  

⑮ 利用者数見込調書 

 

事業所利用者、保護者、相談支援事業所等に今回の

整備事業に係るニーズ調査を実施し、その結果を報

告すること 

１１ 

⑯ 補足資料 上記のほか、整備の内容を説明するにあたり必要な

資料 

(例)【改築・修繕の場合】改築・修繕の必要性がわ

かる資料として、改築前の図面、不具合の状況や老

朽化の状態がわかるもの（写真等） 

 



R9 社会福祉施設等施設整備 

- 7 - 
 

（参考１）主な整備区分について 

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の対象施設 

整備区分 整備内容 

創設 新たに施設を整備すること（新たに障がい福祉

サービスを開始するため、別な用途で使われて

いる既存建物の改修をする場合を含む） 

増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備

をすること 

改築 既存施設の改築整備（一部改築及び耐震化等整

備を含む）をすること 

大規模修繕等 既存施設の一部改修や附帯設備の改造等をす

ること 

スプリンクラー設備等整備 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備等を整備

すること 

老朽民間社会福祉施設整備 老朽の程度の著しい障害福祉サービス事業所、

障害者支援施設について改築整備をすること 

避難スペース整備（居宅介護及び相

談支援を行う事業所を除く） 

被災障がい者等の受け入れが可能となる避難

スペースを整備すること 

次世代育成支援対策施設整備交付金の対象施設 

整備区分 整備内容 

創設 新たに施設を整備すること（新たに障がい福祉

サービスを開始するため、別な用途で使われて

いる既存建物の改修をする場合を含む） 

増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備

をすること 

増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築

整備と既存施設の改築整備（一部改築を含む。）

を併せてすること 

改築 既存施設の現在定員の増員を行わないで改築

整備（一部改築及び耐震化等整備を含む）をす

ること 

拡張 既存施設の現在定員の増員を行わないで施設

の延面積の増加を図る整備をすること 

大規模修繕等 既存施設の一部改修や附帯設備の改造等をす

ること 

スプリンクラー設備等整備 スプリンクラー設備、屋内消火栓設備等を整備

すること 

老朽民間児童福祉施設整備 老朽の程度の著しい障害児入所施設について

改築整備をすること 

避難スペース整備 被災障がい者等の受け入れが可能となる避難

スペースを整備すること 

防犯対策強化に係る整備 非常通報装置の設置等防犯対策を強化する整

備をすること 
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（参考２）補助制度について 

（１） 補助対象経費 

補助対象経費は、次の①と②の合計額です。 

① 施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（補助対象外経費を除く） 

② 工事事務費（①の２.６％に相当する額が上限額） 

※工事事務費とは、工事施工のため直接必要な事務に要する費用で、 

旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。 

（２） 補助対象外経費 

    次の経費は補助対象外となり、法人等の自己負担となります。 

① 土地の買収又は整地に要する費用 

② 職員の宿舎に要する費用 

③ その他施設整備費として適当と認められない費用 

（例） カーテン、電話機、消火器、ナースコール等の経費 

→建物に固定されておらず、取り外し可能な備品に該当するもの 

（例） 駐車場の舗装工事、門、塀等の外構工事の経費 

       →建物と接着せず、別に独立して整備されているもの 

（３） 補助金上限額の計算方法 

以下により算出された金額はあくまでも補助の上限額であるため、満額の交 

付を保証するものではありません。 

 

【社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の対象施設の場合】 

総事業費 

補助対象経費 補助対象外経費 

国補助金 市補助金 自己資金 

補助金 3/4 以内            自己資金 1/4 以上 

＜創設、増築、改築、老朽民間社会福祉施設整備及び避難スペース整備の場合＞ 

ア 補助対象経費×３／４（１,０００円未満切り捨て） 

イ 国庫補助基準額（国の要綱で定める１施設あたりの基準単価） 

ウ アとイを比較して少ない方の額→国と市の補助金額合計 

エ ウ×２／３（１,０００円未満切り捨て）→国の補助金額 

オ ウからエを引いた残りの額→市の補助金額 
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＜大規模修繕等及びスプリンクラー設備等整備の場合＞ 

ア 補助対象経費 

イ 国庫補助基準額（国の要綱で定める基準額） 

ウ アとイを比較して少ない方の額×３／４（１,０００円未満切り捨て） 

→国と市の補助金額合計 

エ ウ×２／３（１,０００円未満切り捨て）→国の補助金額 

オ ウからエを引いた残りの額→市の補助金額 

※ なお、「大規模修繕等」の場合、『補助対象経費の総額の３／４』が国 

の要綱で定める当該施設を創設した場合の『国庫補助基準額』を超える場 

合には、『国庫補助基準額』が上限となります。 

 

【次世代育成支援対策施設整備交付金の対象施設の場合】 

総事業費 

補助対象経費 補助対象外経費 

国補助金 市補助金 自己資金 

補助対象経費の１／2    国補助金の１／2   補助対象経費の 1／4 以上  

補助対象経費の 3／4 以内 

ア 補助対象経費×１／２（１,０００円未満切り捨て） 

イ 国の要綱で定める交付基礎点数に１,０００円を乗じた額 

ウ アとイを比較して少ない方の額→国の補助金額 

エ ウ×１／２（１,０００円未満切り捨て）→市の補助金額 

オ ウ＋エ→国と市の補助金額合計 


